
〔相談支援〕

○相談支援（面接・訪問・同行支援）：1,650件程度

〔当事者支援〕

○居場所づくり（民間団体に運営費助成、当事者を対
象）：2箇所開設〔新規〕

○精神障がい者アウトリーチの実施（精神科医の訪問、治
療中断・未受診を対象）：10回程度〔新規〕

〔家族支援〕

○家族教室の開催：6回程度

○家族向けパンフレットの作成

〔支援関係機関への支援〕

○ケース支援会議の実施：30回程度

○事例検討会の開催：2回程度

○関係機関向け支援ガイドの作成・配布〔新規〕

〔関係機関ネットワークの構築〕

○関係機関ネットワーク会議の開催（支援の方向性の共
有、取組のとりまとめ）：1回程度

〔地域づくり支援〕

○出前講座の開催：10回程度

〔情報発信・実態把握〕

○市民への普及啓発（広報紙、HPなど）

〔支援団体の育成〕

○支援者団体の育成（家族会）

〔相談支援〕

○相談支援（面接・訪問・同行支援）：1,650件

〔当事者支援〕

○居場所づくり（民間団体に運営費助成、当事者を対
象）：2箇所開設〔新規〕

○精神障がい者アウトリーチの実施（精神科医の訪問、治
療中断・未受診を対象）：10回程度〔新規〕

〔家族支援〕

○家族教室の開催：3回／延17名参加

○家族向けパンフレットの作成

〔支援関係機関への支援〕

○ケース支援会議の実施：24回

○事例検討会の開催：2回

〔関係機関ネットワークの構築〕

○関係機関ネットワーク会議の開催（支援上の課題整
理）：1回

〔地域づくり支援〕

○出前講座の開催：1回／16名参加

〔情報発信・実態把握〕

○市民への普及啓発（広報紙、HPなど）

○相談ケース統計分析（R元年度分）

〔支援団体の育成〕

○支援者団体の育成（家族会）

ひきこもり支援体制・取組の強化について（あかし保健所相談支援課） 資 料 ３

〔支援体制〕

○ひきこもりに特化した組織「ひきこもり相談支援課」を
新設（中核市で全国初）

○専門職：6名配置（精神保健福祉士、保健師、弁護士な
ど）

令和元年度 令和2年度 令和3年度

〔支援体制〕

○ひきこもりに特化した組織体制の継続（「ひきこもり相
談支援課」）ひきこもりに特化した組織体制の継続

○専門職：6名配置（精神保健福祉士、保健師、臨床心理
士、弁護士など）

〔支援体制〕

○支援体制の拡充（ひきこもり支援、精神保健、自殺対策
の総合的実施、「相談支援課」に課名変更）〔拡充〕

○専門職：16名配置（精神保健福祉士、保健師、臨床心
理士、弁護士など）〔拡充〕

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業実施を一部見直し※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業実施を一部見直し

【ひきこもりに特化した組織の新設】 【ひきこもり支援体制の充実】 【支援体制の拡充】

〔相談支援〕

○ひきこもり専門相談（面接・訪問・同行支援）：766件

〔当事者支援〕

訪問、治療中断・未受診を対象）○居場所づくり（民間団
体に運営費助成、当事者を対象）：2箇所開設〔新規〕

○精神障がい者アウトリーチの実施（精神科医の：10回
程度

〔家族支援〕

○家族教室の開催：3回／延17名参加〔新規〕

○家族向けパンフレットの作成〔新規〕

〔支援関係機関への支援〕

○ケース支援会議の実施：27回

○事例検討会の開催：1回

〔関係機関ネットワークの構築〕

○関係機関ネットワーク会議の開催（支援上の課題整
理）：1回〔新規〕

〔地域づくり支援〕

○出前講座の開催：1回／60名参加

〔情報発信・実態把握〕

○市民への普及啓発（広報紙・HPなど）

○実態調査（対象：居宅介護支援事業所）

〔支援団体の育成〕

○支援団体の育成（家族会・セミナー）

【ひきこもり個別支援の実施】 【家族支援の強化・ネットワークの構築】 【当事者支援の強化】


